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１　令和４年度一般会計歳入歳出補正予算（地域政策局関係）

（１）総括表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　（単位：千円，％）

現計予算額 補 正 額 計
対前年
同期比

備         考

使用料及び手数料 39,585 0 39,585 130.1 

国 庫 支 出 金 2,596,386 227,303 2,823,689 60.2 

財 産 収 入 20,878 0 20,878 99.2 

寄 附 金 18,748 0 18,748 126.2 

繰 入 金 1,295,245 0 1,295,245 92.4 

諸 収 入 1,246,548 0 1,246,548 94.1 

県 債 657,500 273,800 931,300 223.5 

合 計 5,874,890 501,103 6,375,993 80.7 

総 務 費 10,592,476 586,768 11,179,244 79.1 

総 務 管 理 費 879,438 2,054 881,492 110.4 

企 画 費 420,468 0 420,468 149.6 

地 域 振 興 費 7,586,873 584,714 8,171,587 92.1 

選 挙 費 1,705,697 0 1,705,697 40.8 

合 計 10,592,476 586,768 11,179,244 79.1 

区　　　　分
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（２）　補正予算の内容 （単位：千円）

国支出金 県 債 その他

(款)総務費

(項)総務管理費

(目)国際交流費 879,438 2,054 881,492 0 0 0 2,054

　 2,054

総務管理費計 879,438 2,054 881,492 0 0 0 2,054

(項)地域振興費

（目）スポーツ推進費 1,328,138 357,411 1,685,549 0 273,800 0 83,611

357,411

（目）交通輸送対策費 1,750,189 227,303 1,977,492 227,303 0 0 0 1.生活交通確保対策費
227,303

地域振興費計 7,586,873 584,714 8,171,587 227,303 273,800 0 83,611

合　　　計 10,592,476 586,768 11,179,244 227,303 273,800 0 85,665

款　項　目
補正前
の　額

補 正 額 計

補正額の財源内訳

説　　　　明特定財源 
一般財源

1.国際協力事業費

1.体育施設管理費
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２  予算以外の議案 

（１）条 例 

 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例 

（主な内容） 

市町に対する新たな移譲事務の追加などのため，関係規定を整備 

 

    

 

 

 

 

 

（施行期日） 

    公布の日 

 

３ その他の提出案件 

（１）令和３年度 広島県基金運用状況報告書 

地方自治法第 241条第５項に基づき，広島県市町振興基金の運用状況について報告する。 

 

（２）令和３年度中山間地域の振興に関する主な施策の実施状況 

   広島県中山間地域振興条例第 12条に基づき，令和３年度において中山間地域の振興の 

ために講じた主な施策について報告する。 

 

（３）請願の処理の経過及び結果報告 

請願の処理の経過及び結果の報告に関する条例に基づき，ＪＲ三江線沿線地域の活性化

に関する請願について，処理の経過を報告する。 

区 分 対象市町 追加する事務の内容 

児童福祉法 

呉市，竹原市，三原市，尾

道市，福山市，府中市，三

次市，庄原市，大竹市，東

広島市，廿日市市，安芸高

田市，江田島市，府中町，

北広島町，大崎上島町，世

羅町及び神石高原町 

・認可を受けていない保育施設等に

係る他の都道府県に対する情報の

提供の求め 

・認可を受けていない保育施設等に

係る事業の停止等の命令の公表 

建築基準法 

竹原市，府中市，三次市，

庄原市，大竹市，安芸高田

市，江田島市，府中町，海

田町，熊野町，坂町，安芸

太田町，北広島町，大崎上

島町，世羅町及び神石高原

町 

・応急仮設建築物等の許可期間の 

延長に係る許可申請の受付 


